
　
市
で
は
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
が
困

難
な
方
へ
奨
学
金
を
貸
与
し
て
い
ま
す
。

　
奨
学
生
の
募
集
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す

の
で
、
希
望
す
る
方
は
、
選
考
条
件
や
返
還

方
法
な
ど
を
ご
確
認
の
上
、
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

　
募
集
要
項
は
学
校
教
育
課
や
能
代
教
育
事

務
所
、
市
内
各
中
学
校
、
高
等
学
校
に
設
置

し
て
い
ま
す
。

※

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

募
集
期
間
　

　
８
月
17
日
㈪
〜
９
月
18
日
㈮
（
必
着
）

※

土･

日
を
除
く
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

15
分
の
間
受
付

決
定
時
期
　
10
月
下
旬
ま
で
に
採
否
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

※

両
制
度
は
併
用
で
き
ま
す
が
、
返
還
計
画
な

　
ど
を
十
分
検
討
し
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

令
和
３
年
度
　
第
１
次
募
集

能
代
市
奨
学
金
、
能
代
市
ふ
る
さ
と
人
材
育
成
・

　
　定
住
促
進
奨
学
金
の
奨
学
生
を
募
集
し
ま
す

問
合
せ
　

　
学
校
教
育
課
　
　
　

　
☎
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――　制度の概要　――

二
ツ
井
地
域

地
域
自
治
区
の
設
置
期
間
が
終
了
し
ま
す

❶二ツ井地域の住所表示について
　住所については、地方自治法に基づく字
名変更の手続きにより「二ツ井町」の表示
を維持します。二ツ井地域における住所の
変更はありません。

能代市 二ツ井町 ○○○字○○○

❷二ツ井地域局について
　現在の行政サービス水準を低下させるこ
とのない新たな組織体制を構築します。

❸地域協議会について
　地域協議会は地域自治区と同時に廃止と
なりますが、住民主体のまちづくり活動を
支援します。

二ツ井町の表記は
これまで通り維持します

設置期間の終了に対して下記の
対応を行っていきます

●
地
域
自
治
区
っ
て…

？

　
地
域
自
治
区
は
、
旧
能
代
市
と
旧
二
ツ
井

町
の
市
町
合
併
に
際
し
、
二
ツ
井
地
域
住
民

の
合
併
に
対
す
る
不
安
の
解
消
や
住
民
意
見

の
市
政
へ
の
反
映
を
目
的
に
二
ツ
井
地
域
に

設
置
し
た
も
の
で
す
。

　
地
域
自
治
区
に
は
、
市
の
施
策
な
ど
に
対

し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
「
地
域

協
議
会
」
と
、
事
務
所
で
あ
る
「
二
ツ
井
地

域
局
」
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
地
域
自
治
区
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、

二
ツ
井
地
域
の
住
所
に
は
「
二
ツ
井
町
」
が

表
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
設
置
期
間
は
い
つ
終
了
す
る
の…

？

　
設
置
期
間
は
条
例
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、

令
和
３
年
３
月
31
日
に
終
了
し
ま
す
。

●
地
域
自
治
区
が
無
く
な
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　ど
う
な
る
の…

？

　
地
域
自
治
区
の
設
置
期
間
が
終
了
す
る
と
、

住
所
表
示
か
ら
「
二
ツ
井
町
」
が
無
く
な
る
な

ど
の
影
響
が
あ
り
ま
す
が
、
地
域
の
皆
さ
ん
の

暮
ら
し
に
不
便
や
不
安
を
き
た
す
こ
と
に
な
ら

な
い
よ
う
左
記
の
と
お
り
対
応
し
て
い
き
ま
す
。

問
合
せ

　
総
合
政
策
課
　

　
☎
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新型

コロ
ナウ
イル
ス

感染
症関
連情
報

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

を
受
け
て
い
る
ひ
と
り
親
世
帯
の
子
育
て

の
負
担
増
加
や
収
入
の
減
少
に
対
す
る
支

援
を
行
う
た
め
、
ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特

別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

　
基
本
給
付
と
追
加
給
付
の
２
種
類
の
給

付
金
が
あ
り
、
申
請
が
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す
。

●
基
本
給
付

・
左
の
支
給
対
象
①
に
該
当
す
る
方

　
申
請
は
不
要
で
す
。
児
童
扶
養
手
当
支

給
口
座
に
給
付
金
を
振
り
込
み
ま
す
。

ひ
と
り
親
世
帯
の
皆
さ
ん
へ

臨
時
特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す

感
染
拡
大
防
止
の
た
め

新
型
コ
ロ
ナ
安
心
シ
ス
テ
ム
の

　
　
　運
用
が
始
ま
り
ま
し
た

・
左
の
支
給
対
象
②
、
③
に
該
当
す
る
方

　
申
請
が
必
要
で
す
。
申
請
の
詳
細
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
追
加
給
付

　
申
請
が
必
要
で
す
。

※

③
に
該
当
す
る
方
は
、
追
加
給
付
の
対
象

外
で
す
。

申
請
期
間
　
令
和
３
年
２
月
28
日
㈰
ま
で

新
型
コ
ロ
ナ
安
心
シ
ス
テ
ム
っ
て…

？

　
店
舗
・
施
設
や
イ
ベ
ン
ト
会
場
な
ど
に

掲
示
さ
れ
た
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
、
施
設
の
利

用
者
な
ど
が
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
プ
リ
で
読
み
取

る
こ
と
で
、
後
日
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
に
感
染
し
た
場
合
に
、
感
染
者
と
同
一

時
間
帯
に
利
用
し
た
方
へ
県
か
ら
感
染
拡

大
防
止
に
向
け
た
お
知
ら
せ
な
ど
を
行
う

も
の
で
す
。

ど
う
や
っ
て
使
う
の…

？

①
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
「
秋
田
県

―
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
パ
ー
ソ
ナ
ル
サ
ポ

ー
ト
」を
友
だ
ち
追
加
し
て
お
き
ま
す
。

※

事
前
に
友
だ
ち
追
加
し
な
く
て
も
、
店
舗

な
ど
で
初
め
て
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
っ

た
時
に
も
追
加
で
き
ま
す
。

②
訪
れ
た
店
舗
や
施
設
な
ど
に
掲
示
さ
れ

た
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で

読
み
取
り
ま
す
。

事
業
者
の
皆
さ
ん
へ

　
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
事
業
者
の
皆

さ
ん
に
本
シ
ス
テ
ム
の
積
極
的
な
導
入
を

お
願
い
し
ま
す
。

導
入
方
法
　

①
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
発
行
申
請
フ
ォ
ー
ム
（ht

　tps://akita.qr.liny.jp/entry

）
か
ら

施
設
情
報
な
ど
を
登
録
し
ま
す
。

問
合
せ
　
子
育
て
支
援
課

　
☎
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給付額はこちら

下記の方が支給対象です
【基本給付】
①令和２年６月分の児童扶養手当受給者
②公的年金などを受給していることで、
　令和２年６月分の児童扶養手当が全
額支給停止となる方
③新型コロナウイルス感染症の影響を
受けて家計が急変し、直近の収入
が、児童扶養手当の対象となる水準
に下がった方

【追加給付】
　　①、②のうち、新型コロナウイル
ス感染症の影響を受けて家計が急変
し、収入が大きく減少している方

【基本給付】

　１世帯５万円
　第2子以降1人につき３万円
【追加給付】

　１世帯５万円

体調に変化があった場合は………………………
あきた帰国者・接触者相談センターへ
ご相談はこちらまで

☎018-866-7050（24時間）
☎018-895-9176（９時～17時）
☎0570-011-567（９時～21時）
※すぐに医療機関へ行かず、異変を感じたらま
ずは同センターへご相談ください。

※本ページの新型コロナウイルス感染症関連情報は
　７月31日現在の情報です

このような形式で
印刷されます

中止が決定している主な行事
のしろ健康21健康展　問合せ　健康づくり課☎58-2838

②
登
録
後
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
が
発
行
さ
れ
ま

す
。

③
発
行
さ
れ
た
も
の
を
印
刷
し
、
店
舗
や

施
設
内
な
ど
に
掲
示
を
お
願
い
し
ま
す
。

④
施
設
の
利
用
者
な
ど
に
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を

読
み
取
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
呼
び
か
け

て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
県
保
健
・
疾
病
対
策
課
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